




北九州市文化財保護条例施行規則の一部を改正する等の規則をここに公布す

る。 

令和７年  月  日 

                     北九州市教育委員会 

                      教育長 太 田 清 治 

北九州市教育委員会規則第  号 

北九州市文化財保護条例施行規則の一部を改正する等の規則 

 （北九州市文化財保護条例施行規則の一部改正） 

第１条 北九州市文化財保護条例施行規則（昭和４５年北九州市教育委員会規

則第１２号）の一部を次のように改正する。 

  第１０条を第１１条とし、第９条の次に次の１条を加える。 

  （北九州市文化財保護審議会の運営等） 

第１０条 条例第４３条に規定する北九州市文化財保護審議会（以下この条

において「審議会」という。）の庶務は、都市ブランド創造局において処

理する。 

 ２ 前項に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、別に会

長が定める。 

 （北九州市文化財保護審議会規則の廃止） 

第２条 北九州市文化財保護審議会規則（昭和３９年北九州市教育委員会規則

第１３号）は、廃止する。 

   付 則 

 この規則は、令和７年１１月１日から施行する。 

 




